
Ⅲ．調査結果の総括  

（1）身体拘束の現状   

本調査では施設内拘束率の分布を示したが、これを見ると拘束率が5％未満の施設が多く、身体拘束  

の実施を完全に廃止するには至らないものの、それに近い状態に達している施設が相当数に上っている。   

身体拘束が実施された場合の被拘束者の属性としては、①年齢が高く、②男性で、③要介護度が高く、  

④認知症が重症で、⑤寝たきり度が高いほど、身体拘束を受けるリスクは高まることが予想される。ま  

た、身体拘束の行為種別を見ると、ベッド柵やY字型拘束帯・腰ベルト等などの行為が多かった。   

一方、主たる身体拘束の実施状況を見ると、「緊急やむを得ない」もので他に方策のない状況であるこ  

とが多いことが示されている。家族への説明等も高い割合で実施されており、身体拘束を実施する際の  

判断や手続きは浸透しつつあるものと思われる。しかし、「緊急やむを得ない」場合に該当しない身体拘  

束が約3割あった点については、今後の改善課題といえよう。  

（2）身体拘束の廃止に向けての取組み状況   

多くの施設において、身体拘束廃止委員会等の組織の設置や、家族への説明方法の整備、対応方針や  

手続きの策定といった身体拘束の廃止に向けた取り組みが行われていた。介護事故なども全体としては  

特に増加はしておらず、施設外の研修等の受講なども含めた取組みが一定の効果をあげていると思われ  

る。さらに、過半数の施設で身体拘束の廃止に向けて3年以上の継続的な取組みがなされている。その  

中で、具体的な手続きや判断方法の策定、施設内での学習体制が未整備な施設が認められたため、今後  

これらの実践を一段と推進するため、取組みが行われることが望まれる。また、このことを確かにする  

ためにも、都道府県における実地指導時の調査・指導内容の一層の充実が期待される。  

（3）身体拘束の廃止に向けての取組み等と拘束率との関係   

施設内拘束率の分布状況は、施設の対応方針や身体拘束を行う際の手続き、講習・研修等の受講状況  

や学習状況といった、身体拘束の廃止に向けた取組みの状況と関連しており、これらの取り組みが十分  

に実施されている場合ほど、施設内拘束率の低い施設の割合が高いことが示された。これらの傾向は、  

身体拘束廃止の阻害要因として指摘されやすい人員配置状況に比べても関連性はより強い。また、身体  

拘束を一切行わない、あるいは行わざるを得ない場合でも一定の手続きを課すといった方針と手続きの  

策定、管理者やリーダーなどの業務に関する決定権者の学習状況と施設内での学習の実践といった、ト  

ップが決意し、施設全体へ浸透させるような取組みも効果をもたらしていると考えられる。従ってこれ  

らの取組みが既に行われている施設では、これをさらiこ推進し、十分でない施設では今後早急に取り組  

むことが望まれる。  
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資  料  

1．身体拘束に関する規定等   

平成11年3月31日、介護保険施設等の「人員、設備及び運営に関する基準」が定められ、いわゆる「身  

体拘束禁止規定」が示された。  

＜介護保険指定基準の身体拘束禁止規定＞  

「サービスの提供に当たっては、当該入所者（利用者）又は他の入所者（利用者）等の生命又は身体を保護するため緊急やむ  

を得ない場合を除き、身体拘束その他の入所者（利用者）の行動を制限する行為を行ってはならない」  

平成12年3月17日付の通知等により、下記のとおり「緊急やむを得ない」との除外規定が安易に適用さ  

れることを防止し、実際に行われた拘束の適切性を検証するための措置が講じられた。  

＜「緊急やむを得ない」場合に対する介護保険指定基準に関する通知＞  

「緊急やむを得ず身休拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者（利用者、入院患者）の心身の状況、緊急  

やむを得なかった理由を記録しなければならない」  

その後、厚生労働省ではこうした施策の趣旨を徹底し、その実効性を担保するため、平成12年6月に「身  

体拘束ゼロ作戦推進会議」を発足させ、「身体拘束ゼロ作戦」として、国庫補助制度を創設した上で推進会議  

の開催・身体拘束相談窓口の設置・相談員養成研修事業の実施（以上平成13年度より）・家族支援事業の実  

施（平成14年度より）からなる都道府県等における推進体制の整備、シンポジウムの開催、身体拘束廃止を  

支えるハード面の改善の推進などが図られた。その中で、平成13年3月、身体拘束舜止の趣旨や具休的なケ  

アの工夫、実例等を盛り込んだ「身体拘束ゼロへの手引き：高齢者ケアに関わるすべての人に」がまとめら  

れた。この「身体拘束ゼロへの手引き」では、例外的に身体拘束を行う「緊急やむを得ない」場合がどのよ  

うな要件により判断され、かつどのような手段によ－りその判断が担保されるかについて示されている。具体  

的には、いわゆる「例外3原則」として、「『切迫性』『非代替性』『一時性』の三つの条件が満たされ、かつ、  

それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限られる」とし、以下のような点が  

指摘されている。  

＜三つの要件をすべて満たすことが必要＞  

（1）切迫性：利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと  

（2）非代替性：身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと  

（3） 一時性：身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること  

＜手続きの面でも慎重な取り扱いが求められる＞  

（1）「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかの判断は、担当のスタッフ個人（または数名）では行わず、施設全体  

としての判断が行われるように、あらかじめルールや手続きを定めておく  

（2）利用者本人や家族に対して、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等をできるだけ詳細に説明  

し、十分な理解を得るよう努める  

（3）緊急やむを得ず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検  

討し、要件に該当しなくなった場合には直ちに解除すること  
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＜身体拘束に関する記録が義務付けられている＞  

（1）「緊急やむを得ない」場合に対する介護保険指定基準に関する通知（前掲）  

（2） 日々のIb身の状態等の観察、拘束の必要性や方法に関わる再検討を行うごとに逐次その記録を加えるとともに、  

それについて情報を開示し、ケアスタッフ間、施設全体、家族等関係者の間で直近の情報を共有する（「身体拘束に  

関する説明書・経過観察記録」の例示あり）。この「身休拘束に関する説明書・経過観察記録」は、施設において保  

存し、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにしておく必要がある  

また同「手引き」では、介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為として、以下の11種の  

行為を示している。  

＜身休拘束禁止の対象となる具休的な行為＞  

（1）排梱しないように、幸いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る  

（2）転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る  

（3） 自分で降りられないように、ベッドを柵（サイドレール）で囲む  

（4） 点滴・経菅栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る  

（5） 点滴・経菅栄妻等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン  

型の手袋等をつける  

（6）幸いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける  

（7） 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する  

（8）脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣（つなぎ服）を着せる  

（9）他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る  

（10）行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる  

（11）自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する  

これに伴い、厚生労働省では平成13年5月に介護保険施設等の指導監査における着眼点を改正し、緊急や  

むを得ない場合に要する記録にあたって「身体拘束ゼロへの手引き」に例示されている「身体拘束に関する  

説明書・経過観察記録」等を参考に適切な記録を作成し保存していること、施設の管理者及び従業者が身体  

拘束廃止を実現するために正確な事実認識を持っていること、施設管理者は「身体拘束廃止委員会」などを  

設置し施設全休で身体拘束廃止に取り組み改善計画を作成していること及び身体拘束に該当する具体的行為  

11種を明示した。また介護保険施設等の「人員、設備及び運営に関する基準」を改正し、「緊急やむを得ず」  

身体拘束を行う場合にその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録  

し、当該の記録を2年間保存するという義務を明記した（平成15年4月より施行）。  
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身休拘束廃止に向けての取組みについて  

1 身体拘束ゼロ作戦の推進  

（1）趣 旨   

○ 介護保険法の施行に伴い、身体拘束が原則として禁止され、また、  

ゴールドプラン21においても、これを踏まえた質の高い介護サー  

ビスを実現することとされたが、その趣旨を徹底し、実効をあげてい  

くためには、現場において身体拘束を廃止するための努力を重ねる  

とともに、それを関係者が支援していくことが重要。  

○ このため、身体拘束廃止を実現するための幅広い取組みを「身体拘   

束ゼロ作戦」としてとりまとめ、関係者の協力の下でこれを推進。  

（2）国の主な取組み  

推進会議の開催   

身体拘束ゼロ作戦を推進していくために、関係者をメンバーとす  

る推進会議を開催し、身体拘束廃止に向けた幅広い意見・情報交換  

を行うとともに、種々の取組みを推進（平成12年6月、平成13年  

3月、12月の3回開催）。  

②牒の手引きトの作成と普及  

身体拘束廃止の趣旨、具体的なケアの工夫や実例などを盛り込ん   

だ、介護現場用の手引きを作成し、その昔及を図っている（平成13   

年3月末より配布）。  

また、認知症介護研究・研修東京センターにおいて、「手引き」に   

基づいた啓発用のビデオを作成し、配布（平成14年7月）。  

③∵身歴拘束廃止を支えるハーード面の硬筆  

身体拘束廃止の実現を支えるためのハード面の改善を目的として、   

介護分野や福祉機器分野などの専門家からなる研究委員会を設置し、   

開発一普及に取り組んでいる（平成13年8月に報告書をとりまと   

め配布）。  
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（3）都道府県の主な取組み  

※ 各都道府県の身体拘束廃止の取組を支援するため、国庫補助制  

度を創設（平成13年度～）。  

① 身体拘束ゼロ作戦推進協議会の開催  

身体拘束に関する相談を行うに当たり、関係機関との連絡調整及   

び相談機能の強化を図るため、関係者をメンバーとする推進協議会   

を開催（平成13年度～）。  

② 身体拘束相談窓口の設置  

都道府県の推進会議などに、介護の専門家が、介護担当者や利用者   

の相談に応じ、身体拘束を廃止していくためのケアのエ夫等につい   

て具体的な助言・指導を行う、身体拘束相談窓口を設置（平成13年   

度～）。  

③ 相談員養成研修事業の実施  

介護相談員や在宅介護支援センターの職員などを対象として、身   

体拘束に関する基礎知識等の研修を行い、身体拘束廃止の助言・指   

導ができるような人材を養成（平成13年度～）。  

④ 家族支援事業の実施  

家族に対し、身体拘束の意義を理解させるための講習会を実施す   

るとともに、住民の身体拘束に対する理解を深めるための説明会等   

を開催（平成14年度～）。  

⑤ 推進員養成研修事業の実埠  

施設長、介護主任等、身体拘束廃止の取組みを施設内で指導的立   

場から推進することができる職員に対して、講義■演習一自施設実   

習を通じて、身体拘束廃止に関する実践的手法を習得し、現場レベ   

ルで取組みを行う人材を養成（平成17年度～）。  

針看護職阜研修事革の実施   

○ 看護指導者養成研修  

各都道府県において看護の指導的立場にある者を対象に、医療  

的な観点から身体拘束廃止の取組みを行うことができるよう、専  
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門的な知識・技術を修得し、各都道府県で実施される研修の企画  

・立案への参画、又は講師となる人材の養成（平成17年度～）。  

○ 実務看護職員研修  

施設等の現場において、実際に身体拘束廃止を推進することが   

できる看護職員（看護主任等の責任者クラス）を対象に、医療的   

な観点から身体拘束廃止の取組みを行うための実践的な知識・技   

術を修得（平成17年度～）。  

2 身体拘束廃止に向けた取組みに係る運営基準等の改正  

（1）運営基準等の改正  

平成12年の介護保険法の施行当初より、介護保険施設等の運営基   

準において、入所者の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場   

合を除き、身体拘束を行ってはならない旨を規定していたところ。  

身体拘束廃止に向けて更なる取組を促すため、以下のように運営基   

準等を改正（平成15年4月1日より施行）。  

○ 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の義務を、運営基準上に明記。  

・ その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急や  

むを得ない理由を記録。   

■ 当該記録を2年間保存。  

○ 解釈通知上に、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続きにつ   

いて、運営規程に記載することが望ましい旨を、新たに規定。  

（2）介護保険施設等の指導監査  

施設等の指導監査における着眼点において、身体拘束に係る事項を   

明記し、都道府県の指導監査を通じ、身体拘束の廃止に努めている。  
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